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1. はじめに 

横浜市では、横浜市下水道条例に基づき除害施設等を設置した事業者にその施設管理を行う除害施設等管

理責任者の資格を認定する「除害施設等管理責任者資格認定講習」や、除害施設を適切に維持管理するため

の啓発として事業者に対し「除害施設等維持管理講習会」を実施している。これらの講習は会場での対面式

としていたが、今般のコロナ禍の状況を踏まえ令和 2 年度より Web を活用した方法に変更した。また、除害

施設等管理責任者の資格を認定するための講習後の効果測定や、来庁による届出を原則としていた除害施設

等管理責任者の選任等の届出についても「横浜市電子申請・届出サービス」を活用し、Web での届出も可能

とした。その結果、感染リスクの低減と共に事業者の利便性や業務の効率化が図れたのでこれらの内容につ

いて報告する。 

 

2. 講習会のオンライン化について 

（１）除害施設等維持管理講習会及び除害施設等管理責任者資格認定講習の Web 開催 

令和２年度維持管理講習会については、音声付き動画作成ソフト「DOJO」を使用して講義内容を動画に

し、８月に YouTube 上で配信する形式で開催した。また、12 月の資格認定講習については、維持管理講習会

と同様に YouTube 上での講義動画の配信に加え、「横浜市電子申請・届出サービス」を利用した Web 効果測

定を行い、その結果に応じて除害施設等管理責任者の資格認定を実施した。 

 

 

 

 

（２）取組結果と考察 

Web 開催への変更によって申込み書類の郵送や持参等が不要になり、手続が簡素化されるとともに、来場

のための移動や会場での受講による新型コロナウイルスへの感染リスクを低減できた。また、実施期間を１

日から１か月程度に延長することが可能となり、その結果、維持管理講習会については、例年 100 名程度の

受講に対して 400 回以上もの講義動画の視聴があった。さらに、資格認定講習では、効果測定を Web 上で

図１：電子申請・届出サービスの入力フォーム（一部抜粋） 図２：Web 効果測定（一部抜粋） 



実施したことによって、従来、職員が手動で実施していた採点作業について電子データの処理による自動採

点が可能となり、採点業務を省力化できた。 

受講後のアンケートでは、Web による講義動画配信について 89%の受講者から高評価を得た、また、Web

による効果測定について半数以上の受講者から「支障なく行えた」という結果が得られた。具体的なコメン

トとしては、「事業場で勤務しながらタイミングの良い時間に見ることができて良かった。」「担当者だけでな

く従業員への教育にも利用できるため、有用であった。」などの感想があり、Web 開催の有用性を確認する

ことができた。 

 

 

 

 

 

 

 

3. 届出のオンライン化について 

（１） 横浜市電子申請・届出サービスの活用 

横浜市下水道条例に基づく届出や申請の一部（除害施設等管理責任者選任届出書、除害施設等管理責任者

解任届出書、除害施設等管理責任者承認申請書）について、新たに「横浜市電子申請・届出サービス」にお

いて入力フォームを作成し、令和２年 10 月からオンライン申請を開始した。届出者は ID を取得後、入力フ

ォーム上で必要事項を入力して届出、申請を行っている。 

 Web 開催前 Web 開催後 

講習会名 維持管理講習会 資格認定講習 維持管理講習会 資格認定講習 

受講形式 会場 Web 上 

受講状況 100 人程度 300 人程度 400 回程度 300 人程度 

実施期間 １日/年 １か月/年 ２週間程度/年 

講義形式 講師による講義 動画の配信 

申込み手続 郵送、FAX、持参 郵送、持参 手続なし Web 

効果測定の形式 － 筆記 － Web 

効果測定の採点方法 － 手動採点 － 自動採点 

図４：講習会のアンケート結果（左：維持管理講習会、右：資格認定講習） 

表１：講習会の Web 開催による変更点 



（２） 取組結果と考察 

届出や申請のオンライン化によって来庁や郵送の手続

が必要なくなったことで、新型コロナウイルスへの感染リ

スク低減を図ると共に事業者にとって書類提出のための移

動時間や封筒送付作業等が削減される効果が得られた。 

また、届出事項や申請事項の記載漏れについて、従来は

届出者や申請者が作成した書類を目視で確認していたが、

入力フォーム上で必須事項を指定し入力ミス等があった場

合にはエラーメッセージが表示されることで機械的に防止

できるようになった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. まとめと今後の課題 

これらの取組によってコロナ禍で求められる感染リスク低減への対応、事業者の事務手続きの軽減、職

員の事務手続きの簡略化などの効果が得られた。また、YouTube や市所有のソフト等を使用したためこれ

らの取組で発生した費用はなかった。 

今後、講習会関連については講義動画の内容の充実、１年に複数回の Web 開催、下水道法・条例に基づ

く特定施設や除害施設等に関する届出のオンライン化を検討し、事業者の利便性や事務処理の効率性が向

上するよう取り組んでいきたい。 

 
 

問合わせ先：〒231-0005 横浜市中区本町 6-50-10   横浜市 環境創造局 水・土壌環境課 岡部葵 

             Tel 045-671-2835   E-mail  ks-kouhai@city.yokohama.jp 

 オンライン化前 オンライン化後 

提出方法 来庁、郵送 Web サイト 

作成方法 手書き、電子ファイルの編集 フォームへの入力 

記載漏れ対策 届出者、申請者による目視確認 入力必須事項の指定 

修正対応 再度の来庁、郵送 入力内容の修正、再送信 

表２：届出及び申請のオンライン化による変更点 

図３：電子申請・届出サービスの入力

フォーム（一部抜粋） 


